
「
歌
仙
傳
」
本
文
拾
遺

要
旨
慶
長
十
一
年
成
立
の
後
陽
成
天
皇
御
作
『
百
人
一
首
抄
』
と
、
文
政
二
年
刊
行
の
長
野
美
波
留
著
『
百
人
一
首
抄
』
と
に
は
共
に
、

『
三
十
六
人
歌
仙
伝
」
か
ら
引
用
し
た
歌
人
伝
記
が
掲
載
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
二
書
所
引
の
本
文
を
詳
細
に
検
討
し
て
承
る
と
、
現
存

伝
本
数
の
少
な
い
異
本
系
統
本
文
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
こ
の
事
実
を
も
踏
ま
え
て
、
近
世
期
全
般
を
通
し
て
、
本
書
の
主
流
本
文

は
現
在
と
は
逆
で
、
む
し
ろ
異
本
系
統
本
文
の
方
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
の
見
通
し
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。

’
三
十
六
人
歌
仙
伝
追
考
Ｉ

新
藤
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三
十
六
歌
仙
の
伝
記
を
集
成
し
た
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
に
は
、
従
来
知
ら
れ
て
い
た
群
書
類
従
本
に
代
表
さ
れ
る
流
布
本
系
本
文
の

（
司
且
）

外
に
、
そ
れ
と
対
立
す
る
異
本
系
文
本
も
存
在
す
る
こ
と
が
近
年
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
両
系
統
の
伝
本
数
の
多
寡
と
は
別
に
、
「
三
十

六
人
歌
仙
伝
』
の
本
文
そ
の
も
の
の
流
布
の
跡
付
け
、
即
ち
、
本
書
の
本
文
を
引
用
し
た
文
献
を
探
り
出
す
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ

ろ
あ
ま
り
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
稿
者
が
前
稿
ま
で
に
知
り
得
た
の
は
、
近
世
中
期
の
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に

（
２
）

刊
行
さ
れ
た
岨
山
春
幸
著
『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
一
書
の
み
で
あ
る
が
、
該
書
は
「
歌
仙
傳
二
曰
ク
」
、
「
歌
仙
傳
一
こ
な
ど
と
明
確
に
『
三

十
六
人
歌
仙
伝
』
を
引
用
し
た
旨
を
示
し
つ
つ
、
し
か
も
、
伊
勢
・
素
性
・
小
大
君
の
三
歌
人
を
除
く
三
十
三
歌
人
に
つ
い
て
き
わ
め
て

多
量
に
本
文
を
引
用
、
掲
載
す
る
の
で
、
僅
か
一
書
で
は
あ
る
が
、
該
書
の
持
つ
意
義
は
決
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し

て
、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
本
文
を
詳
細
に
検
討
し
た
結
果
、
そ
の
本
文
は
現
存
伝
本
数
の
少
な
い
異
本
系
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
、
近
世
中
期
に
は
、
現
存
の
流
布
本
伝
本
の
数
が
示
す
如
く
、
流
布
本
系
本
文
が
通
行
し
て
い
た
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
並
行

し
て
、
異
本
系
本
文
も
伝
存
、
流
布
し
て
い
た
事
実
を
把
握
し
得
た
の
は
貴
重
で
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
外
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
刊
行
の
尾
崎
雅
嘉
著
『
百
人
一
首
一
夕
話
』
の
中
に
も
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
に
特

有
の
記
事
を
見
出
す
が
、
『
百
人
一
首
一
夕
話
』
が
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
に
依
拠
し
た
旨
の
明
徴
は
得
ら
れ
ず
、
ま
た
、
た
と
え
依
拠

し
た
と
し
て
も
、
原
典
の
漢
文
体
詞
章
を
和
文
脈
に
翻
案
し
た
形
で
採
り
込
む
の
で
、
典
拠
資
料
と
し
て
用
い
た
と
断
定
す
る
に
は
、
な

か
よ
う
な
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
そ
の
後
に
探
り
得
た
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
を
引
用
す
る
文
献
を
詳
細
に
検

討
し
、
そ
れ
ら
の
所
引
本
文
が
流
布
本
・
異
本
い
ず
れ
の
系
統
の
本
文
な
の
か
見
極
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
当
該
時
点
で
の
『
三
十
六
人

し
た
と
し
て
も
、
原
典
の
漢
文
坐

お
祷
踏
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

一

I
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｢歌仙傳」本文拾遺（新藤）

「
百
人
一
首
抄
」
の
書
目
で
世
上
に
流
布
す
る
百
人
一
首
の
注
釈
書
は
何
種
類
も
伝
存
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
一
つ
に
、
後
陽
成
天
皇

（
一
五
七
一
’
一
六
一
七
）
御
自
作
の
『
百
人
一
首
抄
』
が
あ
り
、
「
後
陽
成
天
皇
百
人
一
首
抄
」
、
「
百
人
一
首
御
抄
」
、
あ
る
い
は
単
に
「
御

抄
」
と
も
呼
称
さ
れ
て
、
同
名
異
書
の
他
の
注
釈
書
群
と
区
別
さ
れ
る
。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
辰
筆
か
ら
の
直
接
の
転
写
本
と
思
わ
れ

る
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
（
五
○
一
・
四
一
四
）
本
が
孤
本
と
し
て
伝
わ
る
の
承
で
あ
る
。
注
釈
の
形
態
・
構
成
は
『
宗
祇
抄
』
以
下
の
旧
注
に

倣
う
も
の
で
格
別
目
新
し
い
も
の
も
な
い
が
、
本
書
の
特
色
は
作
者
伝
記
が
詳
細
で
あ
る
点
に
認
め
ら
れ
、
系
図
を
掲
出
し
諸
説
を
列
挙

す
る
等
委
曲
を
尽
し
、
注
釈
の
綿
密
な
こ
と
で
は
、
当
時
新
作
の
『
幽
斎
抄
」
と
双
壁
を
為
す
と
言
っ
て
よ
い
。

さ
て
、
こ
の
後
陽
成
天
皇
御
作
『
百
人
一
首
抄
』
（
以
下
、
適
宜
「
後
陽
成
抄
」
と
略
称
す
る
）
は
、
作
者
の
伝
記
を
述
べ
る
際
に
諸

説
の
典
拠
と
な
る
書
名
を
掲
げ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
中
に
僅
か
数
例
な
が
ら
「
歌
仙
傳
云
」
「
歌
仙
傳
に
い
は
く
」
と
し
て

『
歌
仙
傳
』
の
書
名
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
敏
行
・
素
性
・
宗
子
・
躬
恒
の
四
歌
人
の
伝
記
に
引
用
が
見
ら
れ
る
が
、

煩
を
厭
わ
ず
そ
れ
ら
を
列
挙
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
（
私
に
句
読
点
を
施
す
）
。

①
奇
仙
傳
一
一
云
貞
観
八
年
正
月
任
少
内
記
、
十
二
年
二
月
任
大
内
記
、
同
十
三
正
蔵
人
、
同
十
五
正
七
従
五
位
下
、
同
月
出
羽
介
、

八
月
中
務
少
輔
、
同
十
六
正
大
宰
少
試
、
同
十
七
正
圖
書
頭
、
元
慶
二
正
因
幡
守
、
同
三
八
月
右
兵
衛
権
督
佐
、
同
六
正
七
従
五
位

不
審

上
、
仁
和
二
六
月
左
近
衛
少
将
、
同
四
正
兼
備
前
権
介
十
一
月
補
蔵
人
、
寛
平
四
正
七
正
五
位
下
、
同
五
六
月
兼
同
介
、
同
六
二
月
権

中
将
、
四
月
兼
春
宮
大
進
、
同
七
三
月
韓
権
亮
轆
禰
十
月
蔵
人
頭
、
十
一
月
韓
亮
、
同
八
正
従
四
位
下
、
四
月
依
病
辞
頭
、
同
九
正
兼

歌
仙
伝
」
の
通
行
本
文
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
が
、
論
旨
は
前
稿
を
引
き
継
い
で
そ
の
追
補
の
論
述
と
な
る
も
の
で
あ

る
。
副
題
を
「
ｌ
追
考
」
と
し
た
所
以
で
あ
る
。

一
一
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④
謡
仙
傳
に
い
は
く
寛
平
六
二
廿
八
甲
斐
権
少
目
、
延
喜
七
正
十
三
丹
波
権
大
目
御
厨
子
所
、
同
十
一
正
十
三
和
泉
権
橡
。
延
長
四

年
大
井
河
行
幸
和
寄
署
所
、
注
散
位
凡
河
内
躬
恒
、
件
日
題
九
請
人
六
人
毎
題
各
一
首
、
但
躬
恒
除
鶴
江
立
之
外
題
献
二
首
、
奥
又
副

チ
ツ
マ
ン

ー
首
也
、
依
寄
多
不
注
出
。
後
撰
和
寄
集
才
十
五
巻
云
、
任
淡
路
橡
秩
満
歸
都
之
由
見
右
寄
、
云
、
引
栽
し
人
は
む
へ
こ
そ
老
に
げ
れ

秩
歎

松
も
木
た
か
く
な
り
に
け
る
か
な
、
其
詞
云
、
淡
路
橡
任
満
上
之
時
兼
輔
卿
之
粟
田
山
庄
に
て
濱
云
と
。

（
躬
恒
）

一
本

一
瞥
し
て
わ
か
る
と
お
り
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
（
以
下
、
適
宜
「
歌
仙
伝
」
と
略
称
す
る
）
と
表
現
上
異
な
る
の
は
、
例
え
ば
「
貞

観
八
年
正
月
任
少
内
記
・
…
：
同
十
三
正
蔵
人
、
同
十
五
正
七
従
五
位
下
、
同
月
出
羽
介
」
薮
行
）
の
如
く
、
紛
れ
る
こ
と
の
な
い
範
囲

、
、
、

、
、
、

、

内
で
「
十
三
年
正
月
」
「
補
蔵
人
」
「
正
月
七
日
叙
従
五
位
下
」
「
任
出
羽
介
」
等
の
「
年
・
月
・
日
・
任
・
叙
・
補
」
な
ど
の
文
字
は

省
略
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
陽
成
抄
と
歌
仙
伝
と
の
差
異
を
考
察
す
る
に
際
し
て
は
、
如
上
の
略
表
現
は
考

慮
外
と
し
て
、
実
質
的
な
内
容
上
の
相
違
点
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

近
江
権
守
、
七
月
十
三
日
従
四
位
上
識
官
、
九
月
右
兵
衛
督
、
延
木
七
年
卒
。
家
傳
云
、
昌
泰
四
年
卒
云
と
。

（
敏
行
）

給
歎

③
寄
仙
傳
云
寛
平
八
年
潤
正
月
行
幸
雲
林
院
之
日
、
大
納
言
源
朝
臣
奉
勅
宣
命
由
性
大
法
師
為
権
律
師
、
弘
延
素
性
両
法
師
絶
度
者

一
人
、
共
起
稽
首
挙
声
歓
喜
。
昌
泰
元
年
宮
瀧
遊
覧
記
、
号
日
良
因
朝
臣
、
取
任
所
之
名
嘩
趾
埼
数
日
前
駈
間
献
和
寄
、
免
暇
帰
寺

日
、
給
御
衣
御
馬
、
数
盃
之
後
、
急
茂
恩
賜
著
御
衣
騎
御
馬
直
向
山
者
。
延
喜
六
年
二
月
廿
六
日
御
記
云
、
於
龍
芳
舎
書
御
屏
風
、
同

九
年
十
月
二
日
御
記
云
、
出
御
前
書
御
屏
風
、
左
近
中
将
定
方
給
酒
献
寄
、
即
給
緑
赤
絹
御
衣
御
馬
等
也
。
（
素
性
）

⑧
詞
仙
傳
云
正
四
位
下
行
右
京
太
夫
源
朝
臣
宗
子
拭
螂
諏
雲
娠
濡
唾
詮
毒
不
審
、
寛
平
六
正
七
従
四
位
下
王
氏
、
改
姓
為
臣
、
八
年
正
月
任
丹

波
権
守
、
同
九
十
一
廿
三
従
四
位
上
畦
基
、
延
喜
四
一
月
任
摂
津
権
守
、
同
五
正
兵
部
大
甫
、
同
八
正
右
馬
頭
、
同
十
年
参
川
権
守
、

同
十
五
六
月
相
模
守
、
延
長
三
十
月
信
濃
権
守
、
承
平
二
八
月
伊
勢
権
守
、
同
三
十
月
右
京
太
夫
、
天
慶
二
正
七
正
四
下
、
同
年
々
月

卒
。

（
宗
子
）
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｢歌仙傳」本文拾遺（新藤）

と
こ
ろ
で
露
同
じ
く
百
人
一
首
の
注
釈
書
群
の
一
書
と
し
て
、
後
水
尾
天
皇
（
一
五
九
六
’
一
六
八
○
。
後
陽
成
天
皇
の
第
三
皇
子
）
御
作

の
『
百
人
一
首
抄
』
が
伝
存
す
る
。
本
書
は
、
書
目
を
「
百
人
一
首
抄
」
と
す
る
も
の
の
外
「
小
倉
山
庄
色
紙
和
歌
」
と
呼
称
さ
れ
る
伝

本
も
あ
り
（
以
下
、
適
宜
「
後
水
尾
抄
」
と
略
称
す
る
）
、
管
見
し
得
た
の
は
、
㈲
陽
明
文
庫
蔵
（
近
・
一
四
二
・
七
七
）
『
百
人
一
首
抄
』
、

ロ
陽
明
文
庫
蔵
（
近
・
一
三
九
・
九
二
『
小
倉
山
庄
色
紙
和
歌
』
、
白
陽
明
文
庫
蔵
（
別
置
）
『
百
人
一
首
抄
』
、
画
高
知
県
立
図
書
館
蔵
（
ャ

九
二
・
二
○
八
）
『
小
倉
山
庄
色
紙
和
歌
』
の
四
本
で
あ
る
。
こ
の
後
水
尾
抄
は
、
父
帝
御
作
の
後
陽
成
抄
同
様
に
、
諸
説
を
数
多
く
掲

げ
て
引
用
す
る
点
に
一
つ
の
特
色
が
あ
る
が
、
着
目
す
べ
き
は
、
諸
説
を
掲
げ
る
中
に
「
御
抄
」
、
「
御
紗
一
こ
、
「
御
紗
云
」
等
と
し
て
、

後
陽
成
抄
を
も
か
な
り
大
部
に
採
り
入
れ
て
引
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
転
写
本
一
本
の
み
が
伝
存
す
る
と
い
う
後
陽
成
抄
の
本

文
状
況
の
乏
し
さ
を
、
引
用
本
文
で
は
あ
る
も
の
の
相
当
広
範
に
補
い
得
て
有
益
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
こ
で
、
前
掲
後
陽
成
抄
所
引
の
四
歌
人
の
伝
記
に
つ
い
て
後
水
尾
抄
の
当
該
本
文
を
検
す
る
に
、
宗
子
・
躬
恒
の
二
人
は
そ

の
ま
ま
後
陽
成
抄
の
本
文
を
転
載
す
る
の
に
対
し
て
、
他
の
敏
行
・
素
性
の
二
人
に
つ
い
て
は
、
「
御
紗
云
」
と
し
な
が
ら
も
「
歌
仙
傳

云
」
な
る
引
用
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
う
ち
敏
行
に
つ
い
て
は
、

御
紗
云
夢
中
詣
冥
途
堕
地
獄
人
又
死
去
於
冥
途
逢
焔
驍
裁
判
蘇
生
書
一
切
経
人
也
愚
私
此
次
寄
仙
傳
長
ミ
ト
被
載
之
唇
之

と
記
す
よ
う
に
、
「
御
紗
云
」
以
下
の
、
後
陽
成
抄
に
も
見
ら
れ
る
「
夢
中
詣
冥
途
・
・
…
・
害
一
切
経
人
也
」
の
文
言
に
続
け
て
、
後
陽
成

抄
所
引
歌
仙
伝
の
記
述
が
長
い
故
、
そ
れ
を
省
略
す
る
旨
を
断
っ
て
い
る
。
な
お
、
文
中
の
「
愚
私
」
は
謙
辞
で
、
後
水
尾
院
の
私
的
見

解
を
指
す
。
一
方
、
素
性
に
関
し
て
は
、

ヨ
シ

御
抄
云
又
俗
名
保
時
僖
時
ト
云
と
各
非
也

と
の
承
掲
げ
る
中
に
「
歌
仙
傳
云
」
の
語
句
は
見
受
け
ら
れ
ぬ
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
後
水
尾
抄
が
歌
仙
伝
を
官
位
昇
進
の
次
第
を
知

る
文
献
と
の
み
限
定
し
て
扱
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
、
先
掲
後
陽
成
抄
の
記
載
に
一
目
瞭
然
の
如
く
、
官
位
昇
進
に
関
す
る
記
事
な
き
故
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に
、
転
載
す
る
に
及
ば
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
後
陽
成
抄
を
注
出
す
る
後
水
尾
抄
の
姿
勢
に
は
私
意
の
加
わ
る
面
も
見
ら
れ
る
が
、
歌
仙
伝
本
文
を
引
用
さ
れ
た
宗

干
・
躬
恒
の
二
歌
人
に
つ
い
て
、
煩
を
避
け
る
意
味
で
本
文
の
掲
出
は
省
略
し
て
結
論
の
承
を
言
え
ば
、
両
者
に
本
質
的
な
差
異
は
認
め

ら
れ
な
い
と
見
倣
し
得
る
の
で
、
部
分
的
な
が
ら
孤
本
の
後
陽
成
抄
を
補
完
す
る
本
文
資
料
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
事
実
を
踏
ま
え

た
上
で
、
以
下
、
後
陽
成
抄
所
引
の
歌
仙
伝
の
本
文
が
流
布
本
系
、
異
本
系
い
ず
れ
の
本
文
な
の
か
具
体
的
に
検
討
を
加
え
る
が
、
こ
こ

で
章
を
改
め
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
前
引
後
陽
成
抄
の
記
載
は
、
こ
の
流
布
本
歌
仙
伝
の
記
事
に
続
い
て
、
「
後
撰
和
歌
集
第
十
五
巻
云
」
と
し
て
、
淡
路

橡
秩
満
帰
都
の
途
次
に
兼
輔
の
山
荘
で
詠
歌
し
た
話
が
加
わ
っ
て
、
記
事
量
が
増
大
し
て
い
る
が
、
異
本
歌
仙
伝
の
躬
恒
条
を
検
す
る

先
に
掲
げ
た
後
陽
成
抄
所
引
の
四
歌
人
に
か
か
わ
る
歌
仙
伝
本
文
の
う
ち
、
先
ず
注
目
し
た
い
の
は
躬
恒
の
条
の
本
文
で
あ
る
。
何
故

な
ら
、
歌
仙
伝
の
躬
恒
条
の
本
文
は
、
流
布
本
と
異
本
の
間
に
、
異
本
は
流
布
本
に
な
い
特
有
記
事
を
持
ち
、
流
布
本
と
異
本
と
の
違
い

（
３
）

を
顕
著
に
際
立
た
せ
て
、
両
者
を
区
別
す
る
目
安
の
一
つ
と
な
る
本
文
だ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
歌
仙
伝
の
流
布
本
本
文
（
本
文
は
群
害

類
従
本
版
本
に
拠
り
、
私
に
句
読
点
を
付
す
。
以
下
同
じ
）
は
、
官
職
歴
任
の
あ
ら
ま
し
と
大
井
河
行
幸
の
折
の
詠
作
の
話
と
の
二
項
か

ら
成
る
。

日
任
和
泉
権
橡
。
延
吉

首
、
奥
又
副
一
首
云
云
。

散
位
凡
河
内
宿
祢
躬
恒
稚
率
寛
平
六
年
二
月
廿
八
日
任
甲
斐
少
目
、
延
喜
七
年
正
月
士
一
百
任
丹
波
権
目
認
禰
同
十
一
年
正
月
十
三

日
任
和
泉
権
橡
。
延
喜
四
年
大
井
行
幸
和
歌
署
所
、
注
散
位
凡
河
内
躬
恒
。
件
日
題
九
濱
人
六
人
毎
題
各
一
首
、
但
躬
恒
毎
題
献
二

一
一
一
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に
、
流
布
本
歌
仙
伝
に
対
す
る
後
陽
成
抄
所
引
歌
仙
伝
の
増
益
部
分
は
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
歌
仙
伝
の
異
本
特
有
部
分
に
見
出
す
の
で

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
躬
恒
の
条
に
於
い
て
後
陽
成
抄
の
引
く
歌
仙
伝
の
本
文
は
、
異
本
系
統
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

．
、

る
。
異
本
歌
仙
伝
の
躬
恒
条
の
全
文
は
掲
出
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
後
陽
成
抄
と
の
実
質
的
異
同
は
、
「
丹
波
権
大
目
」
が
異
本
歌

、

仙
伝
に
「
丹
波
権
少
目
」
と
異
文
を
示
す
一
箇
所
の
ゑ
で
あ
り
、
こ
れ
は
魯
魚
の
誤
と
も
見
倣
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
細
か
い

点
で
は
、
流
布
本
歌
仙
伝
に
「
大
井
行
幸
和
歌
…
…
但
躬
恒
毎
題
献
二
首
」
と
あ
る
所
が
後
陽
成
抄
所
引
本
文
に
は
「
大
井
河
行
幸
和
歌

…
…
但
躬
恒
除
鶴
江
立
之
外
題
献
二
首
」
と
書
か
れ
、
「
除
鶴
江
立
之
外
」
の
一
文
が
加
わ
る
が
（
後
陽
成
抄
は
「
毎
題
献
二
首
」
の

「
毎
」
の
字
を
誤
脱
す
る
）
、
こ
れ
は
異
本
歌
仙
伝
に
も
見
ら
れ
る
文
言
で
あ
っ
て
、
如
上
の
想
定
を
裏
付
け
る
一
徴
証
た
り
得
る
こ
と
を

言
い
添
え
て
お
く
。

躬
恒
条
の
一
事
を
以
て
し
て
も
、
後
陽
成
抄
の
引
く
歌
仙
伝
の
本
文
が
異
文
系
本
文
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
窺
え
る
が
、
他
の
三
歌
人

の
本
文
に
つ
い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
は
そ
の
点
に
つ
い
て
考
察
を
廻
ら
す
こ
と
に
す
る
。

後
陽
成
抄
が
歌
仙
伝
本
文
を
引
く
敏
行
・
素
性
・
宗
子
の
三
歌
人
の
う
ち
で
は
、
歌
仙
伝
の
流
布
本
と
異
本
と
の
間
に
比
較
的
目
ぽ
し

い
違
い
の
見
ら
れ
る
の
は
宗
子
の
条
で
あ
る
。
尤
も
、
目
ぽ
し
い
違
い
と
は
言
っ
て
も
、
概
ね
異
本
の
方
が
流
布
本
よ
り
も
詳
細
な
記
述

を
見
せ
る
歌
仙
伝
に
於
い
て
、
こ
の
宗
子
の
条
で
は
日
時
の
記
し
方
が
部
分
的
に
は
流
布
本
の
方
が
細
密
な
た
め
、
結
果
的
に
両
者
の
間

に
差
異
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
異
本
に
な
い
内
容
を
流
布
本
が
持
つ
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
流
布
本
歌
仙
伝
の
宗
子
条

は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
る
。

正
四
位
下
行
右
京
大
夫
源
朝
臣
宗
子
職
勝
露
窪
塞
賦
部
寛
平
六
年
正
月
七
日
叙
従
四
位
下
王
氏
、
改
姓
為
臣
、
八
年
正
月
任
丹
波
権
守
、
九
年

十
一
月
廿
三
日
叙
従
四
位
上
主
基
、
延
喜
四
年
二
月
廿
六
日
任
摂
津
権
守
、
五
年
正
月
十
一
日
任
兵
部
大
輔
、
八
年
正
月
九
日
任
右
馬

廿
イ

頭
、
十
二
年
十
月
五
日
兼
三
河
権
守
、
十
五
年
六
月
廿
五
日
任
相
模
守
、
延
長
三
年
十
月
廿
六
日
任
信
濃
権
守
、
承
平
二
年
八
月
舟
日
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任
伊
勢
権
守
、
三
年
十
月
廿
四
日
任
右
京
大
夫
、
天
慶
二
季
正
月
七
日
叙
正
四
位
下
、
同
年
卒
。

前
章
で
示
し
た
後
陽
成
抄
所
引
本
文
と
対
照
す
る
と
、
流
布
本
歌
仙
伝
は
官
位
昇
進
の
日
時
を
、
寛
平
八
年
正
月
の
任
丹
波
権
守
の
一
例

、
、
、

を
除
い
て
、
他
は
全
て
年
・
月
・
日
ま
で
記
す
の
に
対
し
て
、
後
陽
成
抄
所
引
本
文
は
、
叙
爵
の
場
合
の
承
年
月
日
ま
で
記
し
、
任
官
は

、
、

年
月
だ
け
に
と
ど
め
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
て
、
異
本
歌
仙
伝
を
見
る
と
、
日
時
の
記
載
法
は
後
陽
成
抄
所
引
本
文
と
悉
く
一

致
す
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
歌
人
名
表
記
の
下
に
持
つ
割
注
も
、
後
陽
成
抄
本
文
が
「
式
部
卿
本
康
親
王
一
男
。
仁
明
天
皇
孫
歎
。
私

云
不
審
」
と
す
る
に
対
し
て
、
流
布
本
歌
仙
伝
は
「
光
孝
天
皇
孫
。
式
部
卿
是
忠
親
王
男
」
と
別
伝
を
掲
げ
て
異
な
る
所
も
、
異
本
歌
仙

伝
は
、
「
私
云
不
審
」
の
語
句
は
欠
く
も
の
の
（
「
私
云
不
審
」
は
後
陽
成
抄
時
点
で
の
付
加
文
言
で
あ
ろ
う
）
、
後
陽
成
抄
本
文
と
一
致

す
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
事
実
よ
り
、
宗
子
条
に
於
い
て
も
、
後
陽
成
抄
所
引
本
文
が
異
本
歌
仙
伝
の
本
文
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
得
る
。

な
お
、
歌
仙
伝
の
本
文
自
体
に
か
か
わ
る
こ
と
と
し
て
、
流
布
本
本
文
は
、
異
本
本
文
に
基
づ
い
て
概
ね
そ
れ
ら
を
抄
出
、
整
理
し
て
成

（
４
）

立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
子
条
で
は
、
流
布
本
の
日
時
の
記
載
が
む
し
ろ
詳
し
い
こ
と
や
、
作
者
割
注
が
別
種
の
資

料
に
拠
る
ら
し
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
流
布
本
本
文
の
成
立
に
つ
い
て
新
た
な
る
問
題
を
提
示
す
る
が
、
こ
の
点
は
本
稿
の
主
旨
か
ら
逸
脱

す
る
の
で
、
別
稿
を
期
し
た
く
思
う
。

以
上
の
よ
う
に
躬
恒
・
宗
子
の
二
人
に
つ
い
て
後
陽
成
抄
所
引
歌
仙
伝
の
本
文
を
検
討
し
た
結
果
、
後
陽
成
抄
は
歌
仙
伝
の
異
本
系
本

文
に
依
拠
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
残
る
敏
行
・
素
性
の
二
条
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
歌
仙
伝
の
流
布
本
と
異
本
と
に
さ
し
た
る

異
同
が
な
く
、
ま
た
、
後
陽
成
抄
所
引
本
文
を
加
え
た
三
本
間
で
、
相
互
に
ご
く
些
細
な
違
い
を
示
す
な
ど
、
所
期
の
狙
い
と
す
る
、
後

陽
成
抄
所
引
本
文
が
流
布
本
・
異
本
の
い
ず
れ
に
親
し
い
の
か
と
い
う
、
そ
の
見
極
め
に
有
効
な
る
徴
証
は
得
ら
れ
な
い
。
が
、
こ
う
し

た
事
象
が
、
後
陽
成
抄
の
異
本
歌
仙
伝
依
拠
に
対
し
て
、
積
極
的
反
証
と
な
り
得
な
い
の
も
確
か
で
あ
っ
て
、
躬
恒
・
宗
干
の
二
例
か
ら

推
し
て
、
異
本
歌
仙
伝
依
拠
の
蓋
然
性
は
高
い
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
敏
行
に
関
し
て
、
流
布
本
本
文
を
群
書
類
従
本
に
拠
る
限
り
で
は
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と
あ
る
箇
所
が
、
類
従
本
以
外
の
管
見
の
流
布
本
系
伝
本
に
は
悉
く
、

仁
和
二
年
六
月
任
左
近
衛
少
将
、
四
年
正
月
兼
・
六
年
二
月
任
権
中
将

、

、
、

と
あ
る
の
で
、
異
本
歌
仙
伝
の
傍
線
部
分
を
脱
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
脱
文
前
後
の
「
兼
備
前
権
介
」
と
「
兼
同
介
」
と
が
近
似
す
る
た

め
、
祖
本
段
階
で
の
目
移
り
等
に
よ
る
誤
脱
の
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
脱
文
の
な
い
類
従
本
は
、
流
布
本
系
諸
本
内

に
於
い
て
、
そ
の
祖
本
が
か
な
り
早
い
時
期
に
他
か
ら
分
派
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
事
象
を
も
加
味
し
て
考
え
ら
れ

る
の
は
、
後
陽
成
抄
が
、
多
く
の
伝
本
に
脱
文
の
見
ら
れ
る
流
布
本
系
諸
本
の
中
の
、
た
ま
た
ま
脱
文
の
な
い
類
従
本
系
本
文
に
依
拠
し

た
可
能
性
よ
り
も
、
本
来
脱
文
の
な
い
異
本
系
本
文
に
依
拠
し
た
可
能
性
の
方
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
因
み
に
、
後
陽
成
抄
所
引

、

、
、

、

本
文
と
異
本
歌
仙
伝
と
が
、
貞
観
十
二
年
二
月
に
大
内
記
に
任
じ
、
元
慶
三
年
八
月
に
右
兵
衛
権
佐
に
任
じ
、
寛
平
九
年
正
月
に
近
江
権

、

守
を
兼
任
し
た
と
す
る
の
に
対
し
て
、
類
従
本
歌
仙
伝
は
夫
々
、
十
二
年
正
月
、
右
兵
衛
佐
、
寛
平
九
年
三
月
の
如
く
に
小
異
を
示
す
の

で
あ
る
が
、
こ
の
点
も
如
上
の
推
測
に
符
合
す
る
事
象
と
言
え
よ
う
。

後
陽
成
抄
が
「
歌
仙
傳
云
」
と
し
て
歌
仙
伝
引
用
を
明
示
す
る
の
は
上
記
の
敏
行
・
素
性
・
宗
子
・
躬
恒
の
四
歌
人
の
み
で
あ
る
が
、

こ
の
外
、
歌
仙
伝
に
依
拠
し
た
旨
を
記
さ
ず
に
伝
記
を
掲
げ
る
歌
人
も
あ
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
問
題
を
残
す
点
も
あ
る
。

六
年
二
月
任
権
中
将

と
あ
る
箇
所
が
、
類
従

異
本
と
の
間
に
顕
著
な
違
い
が
見
ら
れ
ぬ
が
、
類
従
本
以
外
の
流
布
本
伝
本
全
般
を
眺
め
わ
た
し
た
場
合
、
次
に
示
す
よ
う
な
大
き
な
脱

文
が
指
摘
さ
れ
る
。
即
ち
、
後
陽
成
抄
所
引
本
文
と
も
一
致
す
る
異
本
歌
仙
伝
の

仁
和
二
年
六
月
任
左
近
衛
少
将
、
四
年
正
月
兼
備
前
権
介
、
十
一
月
補
蔵
人
、
寛
平
四
年
正
月
七
日
叙
正
五
位
下
、
五
年
六
月
兼
同
介
、

四
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先
ず
、
前
記
四
人
以
外
に
、
後
陽
成
抄
が
伝
記
を
掲
載
す
る
三
十
六
歌
仙
歌
人
を
挙
げ
れ
ば
、
貫
之
・
家
持
ｂ
友
則
・
朝
忠
・
敦
忠
・
重

之
・
興
風
・
元
輔
・
是
則
・
能
宣
・
忠
見
・
兼
盛
の
十
二
人
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
注
意
し
た
い
の
は
、
例
え
ば
貫
之
に
つ
い
て
は

「
傳
云
」
、
家
持
に
つ
い
て
は
「
家
持
傳
云
」
と
書
き
出
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
貫
之
の
「
傳
」
が
「
歌
仙
傳
」
を
指
す
も
の
か
ど
う
か
、
ま

た
家
持
の
場
合
、
「
家
持
、
傳
云
」
の
意
味
な
の
か
、
あ
る
い
は
「
家
持
傳
」
な
る
典
拠
を
指
す
の
か
、
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
が
問
題
と

な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
貫
之
に
関
し
て
は
、
歌
仙
伝
の
流
布
本
と
異
本
と
に
内
容
上
の
違
い
は
殆
ど
見
ら
れ
ず
、
ま
た
、
後
陽

成
抄
所
引
本
文
も
両
者
と
対
立
す
る
要
素
を
持
た
ぬ
の
で
、
歌
仙
伝
依
拠
を
明
示
し
な
い
ま
で
も
、
こ
の
「
傳
云
」
の
「
傳
」
は
お
そ
ら

く
歌
仙
伝
の
影
響
を
受
け
た
文
献
、
も
し
く
は
ま
さ
に
歌
仙
伝
そ
の
も
の
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
歌
仙
伝
そ
の
も
の
と
す
れ

ば
、
前
述
の
躬
恒
・
宗
子
の
二
例
か
ら
推
し
て
、
異
本
系
本
文
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
一
方
の
家
持
に
つ
い
て
は
、
歌
仙
伝
異
本
が

流
布
本
に
な
い
記
事
を
末
尾
に
持
つ
点
で
違
い
が
あ
り
、
か
つ
、
後
陽
成
抄
所
引
本
文
が
日
時
の
記
載
等
に
於
い
て
異
本
歌
仙
伝
よ
り
も

詳
細
な
点
で
異
な
り
、
更
に
、
後
陽
成
抄
所
引
本
文
は
、
歌
仙
伝
異
本
特
有
の
末
尾
記
事
の
後
半
部
分
を
脱
落
さ
せ
る
形
で
、
し
か
も
内

容
の
誤
り
を
伴
っ
た
ま
ま
で
終
止
す
る
な
ど
、
後
陽
成
抄
が
異
本
歌
仙
伝
を
引
用
し
て
い
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
異
本
歌
仙
伝
と

後
陽
成
抄
所
引
本
文
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
末
尾
部
分
を
掲
出
、
比
較
す
る
と
、
先
ず
異
本
歌
仙
伝
は

（
延
暦
）
四
年
八
月
莞
。
後
廿
餘
日
其
骸
未
葬
。
大
伴
継
人
竹
良
等
、
射
殺
中
納
言
藤
原
種
継
事
發
覚
下
獄
。
按
験
之
事
連
家
持
等
。

由
是
追
除
名
其
息
永
主
等
、
並
虚
流
。

と
あ
っ
て
、
流
布
本
歌
仙
伝
の
末
尾
「
（
延
暦
）
四
年
八
月
莞
」
の
次
に
「
後
廿
餘
日
…
…
並
虚
流
」
の
特
有
記
事
を
持
つ
が
、
こ
の
部

と
あ
っ
て
、
流
布
本
歌
仙
伝

分
の
後
陽
成
抄
所
引
本
文
は

同
Ｔ
延
暦
）
四
年
八
月
莞
。
後
廿
餘
日
其
骸
末
葬
。
大
伴
継
人
竹
良
等
、
射
殺
中
納
言
大
伴
家
持
。

の
如
く
で
、
後
陽
成
抄
が
い
か
な
る
典
拠
を
用
い
て
家
持
の
伝
を
得
た
の
か
、
そ
の
点
は
目
下
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
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家
持
の
例
に
見
る
よ
う
に
、
後
陽
成
抄
が
い
か
な
る
資
料
を
伝
記
の
典
拠
と
し
た
の
か
不
明
な
点
で
は
、
朝
忠
・
敦
忠
の
条
も
同
様
で

あ
る
。
両
者
と
も
歌
仙
伝
の
流
布
本
・
異
本
間
に
さ
し
た
る
異
同
な
く
、
家
持
の
例
と
同
様
、
任
官
日
時
の
記
載
に
於
い
て
後
陽
成
抄
の

方
が
詳
細
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
伝
の
典
拠
が
何
で
あ
っ
た
か
、
や
は
り
不
明
で
あ
る
。

家
持
・
朝
忠
・
敦
忠
三
例
の
如
く
、
後
陽
成
抄
の
典
拠
を
歌
仙
伝
異
本
に
求
め
得
ぬ
場
合
も
あ
る
が
、
典
拠
を
明
示
せ
ぬ
も
の
の
、
や

は
り
異
本
歌
仙
伝
に
拠
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
例
も
見
出
さ
れ
る
。
忠
見
・
元
輔
・
能
宣
・
兼
盛
・
重
之
ら
後
撰
・
拾
遺
初
出
歌
人
の
経
歴

で
あ
れ
ば
、
先
述
の
躬
恒
ら
四
歌
人
に
異
本
歌
仙
伝
依
拠
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
歌
仙
伝
に
拠
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
が
、
事
実
、
後
陽
成
抄
の
こ
れ
ら
の
歌
人
の
伝
は
、
烏
焉
の
誤
と
目
す
べ
き
細
部
の
異
同
を
除
い
て
、
基
本
的
に
は
異
本
歌
仙
伝

に
一
致
す
る
と
見
倣
し
て
よ
い
。
し
か
も
、
そ
れ
が
流
布
本
で
な
く
異
本
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
例
え
ば
重
之
の
条
で
、
従
五
位
下
に
叙
す

、
、
、
、

、
、
、
、

る
の
が
安
和
元
年
十
一
月
廿
七
日
と
す
る
後
陽
成
抄
に
比
し
、
流
布
本
歌
仙
伝
は
康
保
四
年
十
一
月
廿
七
日
と
異
な
る
箇
所
を
異
本
歌
仙

伝
に
検
す
る
と
、
流
布
本
は
「
十
一
月
廿
七
日
」
の
直
前
に
「
安
和
元
年
」
の
年
紀
を
脱
す
る
こ
と
が
わ
か
り
、
ま
た
、
忠
見
の
条
で
、

、
、
、

後
陽
成
抄
が
作
者
割
注
に
「
本
忠
實
、
有
所
思
書
見
字
也
」
の
文
言
を
持
ち
、
天
徳
二
年
に
摂
津
権
大
目
に
任
じ
た
と
す
る
に
対
し
て
、

、
、

歌
仙
伝
流
布
本
が
夫
々
当
該
の
割
注
を
欠
き
、
任
官
を
摂
津
大
目
と
し
て
異
な
り
を
見
せ
る
部
分
も
、
歌
仙
伝
異
本
は
後
陽
成
抄
に
一
致

す
る
な
ど
、
細
か
い
点
で
は
あ
る
が
、
如
上
の
想
定
に
即
応
す
る
事
実
の
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
よ
う
。

こ
の
外
、
友
則
・
興
風
・
是
則
の
古
今
歌
人
三
人
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
共
に
記
事
が
少
量
な
の
で
歌
仙
伝
の
流
布
本
・
異
本
の
間
に

目
立
っ
た
異
同
も
な
く
、
ま
た
、
後
陽
成
抄
と
の
異
同
も
殆
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
、
異
本
歌
仙
伝
依
拠
の
確
た
る
徴
証
は
得
難
い
が
、
該

書
に
拠
っ
た
可
能
性
を
殊
更
否
定
す
る
要
素
と
も
な
り
得
な
い
。
な
お
、
是
則
の
条
に
は
「
傳
云
」
の
語
句
が
冠
さ
れ
る
が
、
先
述
の
貫

之
と
同
じ
よ
う
な
推
測
が
当
て
は
ま
ろ
う
。

以
上
繧
述
を
重
ね
た
よ
う
に
、
歌
仙
伝
依
拠
を
示
さ
ぬ
伝
記
の
中
に
も
、
異
本
歌
仙
伝
に
拠
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
例
が
見
ら
れ
る
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近
世
後
期
の
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
刊
行
さ
れ
た
長
野
美
波
留
著
『
百
人
一
首
抄
』
は
、
書
目
の
と
お
り
百
人
一
首
の
注
釈
害
で
あ

る
が
、
絵
入
り
で
刊
行
さ
れ
た
版
本
は
上
段
と
下
段
と
を
頒
ち
、
百
人
一
首
の
注
釈
は
下
段
に
載
せ
、
上
段
に
は
「
三
十
六
人
撰
」
の
書

目
で
、
三
十
六
歌
仙
の
歌
各
一
首
宛
計
三
十
六
首
の
注
釈
と
、
「
若
菜
事
」
「
子
日
事
」
な
ど
の
年
中
行
事
の
説
明
と
そ
れ
に
関
す
る
和
歌

が
、
一
方
で
歌
仙
伝
依
拠
の
旨
を
明
示
す
る
の
に
、
他
方
で
そ
れ
を
明
示
せ
ぬ
の
は
何
故
な
の
か
、
そ
の
点
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
異

、
、
、

本
歌
仙
伝
依
拠
の
可
能
性
濃
厚
な
重
之
の
条
で
、
歌
仙
伝
異
本
・
流
布
本
が
共
に
末
尾
を
「
於
陸
奥
国
卒
」
と
す
る
所
を
、
後
陽
成
抄
に

、
、

「
於
奥
州
卒
」
と
あ
る
事
実
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
歌
仙
伝
に
拠
り
な
が
ら
も
、
な
お
内
容
を
掛
酌
し
て
記
述
を
多
少
改
め
る
こ
と
が
あ

っ
た
た
め
に
、
歌
仙
伝
に
拠
っ
た
旨
を
明
示
し
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
も
想
像
さ
れ
る
。

後
陽
成
抄
に
掲
載
さ
れ
る
三
十
六
歌
仙
歌
人
の
伝
記
を
網
羅
的
に
検
討
し
た
結
果
、
家
持
・
朝
忠
・
敦
忠
な
ど
、
明
ら
か
に
異
本
歌
仙

伝
以
外
の
典
拠
を
想
定
す
べ
き
例
も
あ
る
が
、
躬
恒
・
宗
干
・
素
性
・
敏
行
の
四
例
の
よ
う
に
歌
仙
伝
依
拠
を
明
示
し
た
も
の
、
あ
る
い

は
、
歌
仙
伝
依
拠
を
証
わ
い
ま
で
も
、
歌
仙
伝
に
拠
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
も
の
ま
で
も
含
め
る
と
、
後
陽
成
抄
が
歌
人
伝
記
の
典
拠

の
一
つ
に
、
異
本
歌
仙
伝
を
重
視
し
た
と
い
う
事
実
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。
後
陽
成
抄
の
成
立
は
そ
の
奥
書
「
寡
人
以
管
窺
聚
諸

抄
書
之
／
後
世
之
廟
有
肚
云
と
／
慶
長
十
一
稔
凛
秋
下
群
／
従
神
武
百
余
代
孫
周
仁
」
に
示
す
よ
う
に
慶
長
十
一
年
（
ニ
ハ
○
六
）
、
近
世
極

初
期
で
あ
る
。
こ
の
当
時
、
百
人
一
首
歌
人
の
伝
記
を
知
る
典
拠
の
一
つ
と
し
て
、
百
人
一
首
の
注
釈
書
で
も
な
い
『
三
十
六
人
歌
仙

伝
』
が
用
い
ら
れ
て
い
た
事
実
は
、
本
書
が
歌
人
伝
記
を
伝
え
る
害
と
し
て
、
相
応
の
評
価
と
権
威
と
を
付
与
さ
れ
て
世
上
に
流
布
し
て

い
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
本
文
が
現
存
伝
本
数
の
少
な
い
異
本
系
統
の
本
文
で
あ
っ
た
こ
と
で
、
現
在
の
二
系
統

本
文
の
流
布
の
状
況
と
は
逆
の
現
象
を
知
り
得
る
点
も
興
味
深
い
。

五
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さ
て
、
美
波
留
抄
が
「
歌
仙
傳
云
」
と
し
て
歌
仙
伝
か
ら
伝
記
を
引
用
す
る
の
は
、
躬
恒
・
友
則
・
兼
輔
・
朝
忠
・
敦
忠
・
高
光
・
公

忠
・
斎
宮
女
御
・
敏
行
・
頼
基
・
重
之
・
宗
子
・
信
明
・
興
風
・
元
真
・
仲
文
・
能
宣
・
忠
見
・
兼
盛
・
中
務
の
二
○
歌
人
に
の
ぼ
り
三

十
六
歌
仙
の
過
半
数
を
占
め
る
。
こ
の
外
、
間
接
的
に
歌
仙
伝
を
引
用
す
る
小
町
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
小
町
に
つ
い
て
は
「
抄
」
の
部

ノ
ノ

分
に
「
拾
芥
抄
云
小
町
〈
出
羽
郡
司
女
仁
明
承
和
ノ
頃
ノ
人
也
網
鋤
賄
非
者
」
と
あ
り
、
『
拾
芥
抄
』
を
引
用
す
る
所
に
歌
仙
伝
も
同
内
容
と

と
を
載
せ
る
、
所
謂
合
刻
本
で
あ
る
。
本
書
の
構
成
は
歌
人
略
伝
と
和
歌
の
解
釈
と
か
ら
成
る
が
、
歌
人
略
伝
に
は
多
く
典
拠
と
し
た
書

目
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
中
に
「
歌
仙
傳
云
」
等
の
記
載
を
見
出
す
の
で
、
本
書
（
以
下
、
便
宜
上
「
美
波
留
抄
」
と
略
称
す
る
）
の
引
く

『
歌
仙
傳
』
が
歌
仙
伝
の
流
布
本
系
統
・
異
本
系
統
の
い
ず
れ
の
本
文
な
の
か
、
後
陽
成
抄
所
引
本
文
の
場
合
と
同
様
に
そ
の
点
を
見
極

め
、
文
政
期
通
行
の
歌
仙
伝
本
文
の
実
態
を
把
握
し
よ
う
と
思
う
。

美
波
留
抄
の
伝
本
と
し
て
は
文
政
二
年
刊
本
の
外
に
、
管
見
し
た
も
の
で
は
、
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
蔵
（
九
三
・
一
四
’
二
○
）
本
の

写
本
も
伝
存
す
る
が
、
静
岡
図
書
館
本
は
版
本
か
ら
の
写
し
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
の
考
察
で
は
版
本
本
文
に
拠
る
。

版
本
は
文
政
二
年
の
序
文
の
次
に
、
三
十
六
人
撰
（
上
段
）
、
百
人
一
首
抄
（
下
段
）
の
解
説
を
記
す
が
、
三
十
六
人
撰
の
解
説
の
中

に
「
傳
は
か
れ
こ
れ
の
書
よ
り
ひ
ろ
ひ
い
で
聖
歌
の
注
の
末
に
あ
げ
お
き
つ
」
と
記
す
。
実
際
に
は
、
敏
行
・
宗
子
・
躬
恒
・
友
則
・
敦

忠
な
ど
百
人
一
首
歌
人
と
重
な
る
歌
人
の
場
合
に
は
、
三
十
六
人
撰
で
は
な
く
百
人
一
首
抄
（
以
下
、
両
書
を
各
々
「
撰
」
「
抄
」
と
略

称
す
る
）
の
方
に
伝
記
を
載
せ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
興
風
・
兼
盛
・
朝
忠
・
重
之
の
よ
う
に
「
抄
」
の
所
で
「
傳
〈
歌
仙
の
歌
の
と

、
、

こ
ろ
に
出
す
（
あ
ぐ
・
の
す
こ
と
断
る
場
合
も
あ
る
な
ど
、
「
抄
」
「
撰
」
い
ず
れ
に
伝
記
を
掲
載
さ
れ
る
の
か
、
歌
人
に
よ
っ
て
区
々

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
多
分
に
「
抄
」
「
撰
」
相
互
の
注
釈
量
の
多
寡
に
か
か
わ
る
こ
と
、
即
ち
、
い
ず
れ
に
余
白
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と

に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
事
実
か
ら
、
美
波
留
抄
は
当
初
よ
り
「
抄
」
「
撰
」
二
書
を
合
刻
し
て
刊
行
す
る
意
図
の
あ
っ
た
こ

と
を
知
る
。
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小
町
の
条
に
見
ら
れ
る
間
接
的
引
用
は
こ
の
一
例
に
限
ら
れ
、
他
の
二
○
歌
人
に
つ
い
て
は
歌
仙
伝
を
直
接
に
引
用
す
る
体
裁
を
と
る

が
、
厳
密
に
言
え
ば
、
美
波
留
抄
所
引
本
文
は
歌
仙
伝
の
全
文
で
は
な
く
、
当
該
歌
人
の
経
歴
の
枢
要
な
部
分
の
承
を
摘
出
す
る
場
合
が

殆
ど
で
、
こ
れ
ま
た
歌
の
注
釈
に
費
し
た
ス
ペ
ー
ス
に
関
連
し
て
、
略
伝
掲
載
分
に
ど
の
程
度
余
白
が
残
る
か
と
い
う
点
に
か
か
わ
る
こ

と
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
歌
仙
伝
に
多
量
に
伝
記
が
掲
載
さ
れ
る
歌
人
の
場
合
、
許
さ
れ
た
余
白
内
に
そ
の
伝
記
の
ど
の
部
分
を
採
り

入
れ
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
最
終
的
に
は
作
者
美
波
留
の
私
意
が
働
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

右
に
述
べ
た
よ
う
な
事
情
が
あ
る
た
め
、
歌
仙
伝
の
流
布
本
・
異
本
の
い
ず
れ
か
に
あ
る
内
容
が
、
美
波
留
抄
所
引
本
文
に
見
ら
れ

ぬ
、
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
観
点
は
、
こ
の
場
合
あ
ま
り
有
効
と
は
言
い
得
ぬ
の
で
、
流
布
本
に
あ
る
い
は
異
本
に
特
有
の
記
載
や
記
事

内
容
を
美
波
留
抄
所
引
本
文
も
具
有
す
る
、
と
い
う
積
極
的
な
視
点
を
以
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
歌
仙
伝
の
流
布
本
・

異
本
間
に
比
較
的
大
き
な
差
違
の
あ
る
歌
人
伝
記
を
探
り
出
し
て
、
美
波
留
抄
に
当
該
部
分
の
本
文
の
掲
載
さ
れ
る
も
の
を
選
ぶ
こ
と
に

す
る
が
、
こ
の
条
件
に
適
う
事
例
と
し
て
次
の
六
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
歌
仙
傳
云
應
和
元
年
十
二
月
四
日
到
横
川
入
道
如
覺

（
高
光
）

②
歌
仙
傳
云
天
慶
四
年
三
月
任
近
江
守
四
月
十
二
日
昇
殿
六
年
二
月
兼
右
中
弁
八
年
依
病
辞
弁
九
年
卒
年
五
十
九

（
公
忠
）

⑥
歌
仙
傳
云
天
慶
二
年
十
月
七
日
任
祭
主
十
月
任
大
輔
云
と
天
徳
二
年
卒
（
頼
基
）

㈲
歌
仙
傳
云
應
和
元
年
十
月
任
陸
奥
守
安
和
元
年
士
一
月
五
日
叙
従
四
位
下
治
國
天
禄
元
年
月
日
卒
諄

（
信
明
）

⑤
歌
仙
傳
云
天
禄
三
年
十
一
月
補
祭
主
云
ミ
寛
和
二
年
十
一
月
十
八
日
叙
正
四
位
下
議
嘗
正
暦
三
年
八
月
九
日
卒
七
十
延
長
元
生
湧
（
能
宣
）

な
る
旨
を
割
注
で
述
べ
る
。

｛
ハ
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｢歌仙傳」本文拾遺（新藤）

⑥
歌
仙
傳
云
宇
多
天
皇
第
四
子
二
品
中
務
卿
敦
慶
親
王
女
母
伊
勢
云
々
又
云
朱
雀
院
以
後
圓
融
院
御
字
間
人
也
卒
年
不
詳
（
中
務
）

最
初
の
①
高
光
の
条
は
、
流
布
本
歌
仙
伝
に
「
應
和
元
年
入
道
」
と
の
承
あ
っ
て
、
「
十
二
月
四
日
到
横
川
」
の
語
句
が
欠
け
る
が
、

こ
の
語
句
は
異
本
歌
仙
伝
に
は
具
有
さ
れ
る
。
次
の
②
公
忠
の
条
で
は
、
歌
仙
伝
の
流
布
本
と
異
本
と
で
没
年
及
び
享
年
が
異
な
り
、
夫

々
「
天
暦
二
年
六
十
」
「
天
慶
九
年
五
十
九
」
と
す
る
が
、
美
波
留
抄
所
引
本
文
は
異
本
と
一
致
す
る
。
⑧
頼
基
の
条
で
は
、
流
布
本
歌
仙

伝
に
祭
主
に
任
じ
た
記
事
の
部
分
が
落
ち
て
い
て
見
当
た
ら
ず
、
「
天
慶
二
年
十
月
七
日
任
祭
主
」
の
一
文
は
異
本
に
特
有
の
記
事
で
あ

、
、
、
、

る
。
な
お
、
美
波
留
抄
所
引
本
文
に
よ
れ
ば
天
慶
二
年
十
月
に
大
輔
（
「
大
副
」
の
誤
で
あ
ろ
う
）
に
任
じ
た
こ
と
に
な
る
が
、
異
本
歌

、
、

仙
伝
で
天
慶
八
年
と
す
る
の
で
、
所
引
本
文
に
は
脱
文
が
あ
ろ
う
。
④
信
明
の
条
の
末
尾
が
流
布
本
歌
仙
伝
に
は
「
天
禄
元
年
卒
」
と
あ

っ
て
「
月
日
」
の
語
が
欠
け
る
が
、
異
本
歌
仙
伝
は
「
天
禄
元
年
月
日
卒
」
と
す
る
。
な
お
、
任
陸
奥
守
の
日
時
も
、
歌
仙
伝
異
本
が

「
応
和
元
年
十
月
」
の
承
に
対
し
、
逆
に
流
布
本
の
方
が
「
：
．
十
月
十
三
日
」
と
細
か
く
記
す
点
で
異
な
る
。
⑤
能
宣
の
条
は
、
歌
仙
伝

の
異
本
と
流
布
本
と
に
顕
著
な
異
同
が
あ
り
、
流
布
本
は
祭
主
に
補
す
る
記
事
そ
の
も
の
を
欠
き
、
ま
た
没
年
時
の
「
八
月
九
日
」
及
び

生
年
「
延
長
元
生
」
も
保
有
し
な
い
の
で
、
美
波
留
抄
所
引
本
文
は
異
本
歌
仙
伝
本
文
の
特
徴
を
具
備
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
所

引
本
文
が
「
天
禄
三
年
」
と
す
る
所
を
、
異
本
は
前
後
の
続
き
か
ら
「
同
三
年
」
と
す
る
違
い
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
美
波
留
抄
側
の
意

改
。
最
後
の
㈲
中
務
の
条
に
於
い
て
は
、
敦
慶
親
王
に
冠
す
る
修
飾
詞
「
宇
多
天
皇
第
四
子
二
品
」
ま
で
を
歌
仙
伝
流
布
本
は
欠
き
、
異

、

、

、
、

、
、

本
は
具
有
す
る
。
ま
た
、
文
中
の
「
朱
雀
院
」
「
円
融
院
」
が
流
布
本
に
は
夫
々
「
朱
雀
天
皇
」
「
円
融
天
皇
」
と
な
り
、
異
本
と
対
立
す

以
上
に
掲
げ
た
六
例
は
全
て
、
美
波
留
抄
所
引
本
文
が
、
歌
仙
伝
本
文
二
系
統
の
う
ち
の
異
本
系
本
文
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
こ
と
を

示
す
。
先
述
の
よ
う
に
、
美
波
留
抄
所
引
本
文
は
当
該
歌
人
の
歌
仙
伝
本
文
の
全
文
を
掲
出
す
る
の
で
は
な
く
、
一
部
分
を
抄
出
す
る

故
に
、
前
後
の
首
尾
照
応
を
図
る
必
要
上
歌
仙
伝
本
文
を
忠
実
に
転
載
し
得
ぬ
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
点
を
斜
酌
し
て
も
美
波
留
抄
所

る
。
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で
は
、
以
上
の
六
例
以
外
の
他
の
歌
人
の
伝
記
に
つ
い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
は
そ
の
点
に
言
及
す
る
。
美
波
留
抄
所
引
本
文

は
歌
仙
伝
の
部
分
抄
出
の
た
め
、
全
般
的
に
引
用
本
文
は
短
い
も
の
が
多
い
。
引
用
さ
れ
た
本
文
に
限
定
し
て
見
た
場
合
に
、
歌
仙
伝
流

布
本
と
異
本
と
に
異
同
が
見
ら
れ
ず
、
引
用
本
文
と
も
違
い
の
認
め
ら
れ
ぬ
例
、
即
ち
、
三
者
が
全
く
一
致
す
る
例
や
、
あ
る
い
は
三
本

間
に
ご
く
些
末
な
異
同
が
相
互
に
見
ら
れ
る
も
の
の
、
結
局
は
ほ
ぼ
等
し
い
と
見
倣
し
得
る
例
は
、
友
則
・
兼
輔
・
敦
忠
・
斎
宮
女
御
・

敏
行
・
元
真
・
兼
盛
の
七
例
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
美
波
留
抄
所
引
本
文
が
歌
仙
伝
の
流
布
本
・
異
本
の
い
ず
れ
に
近
い
か
と
の
判
定
の
下

し
得
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
、
具
体
例
掲
出
の
意
味
を
認
め
な
い
の
で
省
略
す
る
が
、
美
波
留
抄
所
引
本
文
が
異
本
歌
仙
伝
系
本
文

で
あ
る
こ
と
の
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

次
い
で
、
美
波
留
抄
所
引
本
文
と
歌
仙
伝
両
系
統
各
本
文
と
の
三
本
間
に
於
い
て
、
大
き
な
異
同
は
な
い
が
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
所
引

本
文
は
異
本
に
親
し
い
と
見
ら
れ
る
の
は
、
躬
恒
・
朝
忠
・
宗
子
・
興
風
・
仲
文
・
忠
見
の
六
例
を
数
え
る
。
例
え
ば
、
忠
見
条
の
所
引

、
、
、

、
、

本
文
「
歌
仙
傳
云
天
徳
二
年
正
月
三
十
日
任
摂
津
権
大
目
」
の
語
句
が
流
布
本
歌
仙
伝
に
は
「
摂
津
大
目
」
と
載
り
、
異
本
と
対
立
す
る

類
で
あ
る
。
躬
恒
で
は
所
引
本
文
と
異
本
が
「
甲
斐
権
少
目
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
流
布
本
に
「
甲
斐
少
目
」
と
あ
り
、
同
様
に
、
朝
忠

で
は
「
依
病
辞
督
」
↓
「
依
病
辞
右
衛
門
督
」
、
宗
子
で
は
「
同
（
Ⅱ
天
慶
四
年
々
々
卒
」
↓
「
同
年
卒
」
、
興
風
で
は
「
（
延
喜
）
四
年
正

、
、
、

、
、
、

月
廿
五
日
」
↓
「
…
正
月
十
五
日
」
、
仲
文
で
は
「
正
暦
三
年
二
月
卒
」
↓
「
（
貞
元
）
三
年
二
月
卒
」
等
、
き
わ
め
て
些
細
な
違
い
で
あ
る
が
、

美
波
留
抄
所
引
本
文
と
異
本
歌
仙
伝
と
が
一
致
し
、
流
布
本
歌
仙
伝
と
対
立
す
る
要
素
と
な
る
事
例
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
に
述
べ
来
た
っ
た
諸
事
象
は
、
美
波
留
抄
の
引
く
歌
仙
伝
が
異
本
系
本
文
で
あ
る
こ
と
を
肯
定
し
こ
そ
す
れ
、
積
極
的
に
否
定
す

引
本
文
が
歌
仙
伝
の
異
本
系
本
文
で
あ
る
こ
と
は
十
分
認
め
ら
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
因
承
に
、
歌
仙
伝
を
間
接
的
に
引
用
し
た
小
町

の
伝
に
つ
い
て
も
、
文
中
の
「
出
羽
郡
司
女
」
の
語
句
は
歌
仙
伝
流
布
本
に
は
見
え
ぬ
内
容
で
、
異
本
の
「
出
羽
国
郡
司
女
也
」
に
相
応

す
る
も
の
で
あ
る
。
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美
波
留
抄
に
歌
仙
伝
か
ら
伝
記
を
引
用
さ
れ
る
二
○
歌
人
に
つ
い
て
、
そ
の
引
用
本
文
を
概
観
し
た
結
果
、
そ
の
本
文
は
歌
仙
伝
の
異

本
系
本
文
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
美
波
留
抄
が
伝
記
の
典
拠
と
し
て
掲
げ
る
の
は
、
歌
仙
伝
の
外
に
『
拾
芥
抄
』
貢
勅
撰
）
作
者
部

類
』
『
（
新
撰
）
姓
氏
録
』
な
ど
が
あ
る
が
、
典
拠
書
名
を
掲
げ
ず
略
伝
を
記
述
す
る
場
合
も
あ
り
、
例
え
ば
、
「
中
納
言
兼
輔
卿
男
。
天

嚇
徳
二
年
七
月
卒
」
（
清
正
）
、
「
深
養
父
孫
従
五
位
下
行
下
総
守
泰
光
一
男
。
母
〈
従
五
位
下
筑
前
守
高
向
利
生
女
」
（
元
輔
）
な
ど
の
類

遺
で
、
こ
れ
ら
が
、
異
本
歌
仙
伝
と
矛
盾
し
な
い
内
容
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
典
拠
名
を
掲
げ
ぬ
の
は
、
拾
芥
抄
や
作
者
部
類
と
も
共

蛾
通
す
る
よ
う
な
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
た
め
、
殊
更
明
示
す
る
必
要
性
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
忠
見
の
例
の
如
く
、

体
「
撰
」
に
於
け
る
歌
仙
伝
引
用
の
外
、
「
抄
」
に
も
「
拾
芥
抄
云
忠
岑
男
童
名
ハ
名
多
」
と
略
伝
が
記
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
人
麻
呂
・

傳舳
貫
之
等
の
著
名
歌
人
の
場
合
の
よ
う
に
、
和
歌
の
注
釈
に
大
部
分
が
割
か
れ
、
僅
か
に
姓
氏
録
や
作
者
部
類
か
ら
略
伝
を
拾
う
如
き
体
裁

ｒ
に
な
る
な
ど
、
伝
記
の
掲
げ
方
、
典
拠
書
目
の
選
び
方
等
ま
こ
と
に
多
様
で
あ
る
。

る
要
素
に
は
な
る
ま
い
が
、
こ
の
外
に
一
例
、
如
上
の
想
定
の
反
証
に
な
り
そ
う
な
事
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
重
之
条
の
本
文
で
あ
る
が
、

、

美
波
留
抄
所
引
本
文
は
「
歌
仙
傳
云
長
保
年
中
於
陸
奥
國
卒
」
と
あ
っ
て
流
布
本
歌
仙
伝
と
全
く
一
致
す
る
が
へ
異
本
に
は
「
長
保
年

、

、
、

中
」
が
「
長
保
年
月
」
と
書
か
れ
、
所
引
本
文
・
流
布
本
と
対
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
事
象
の
承
を
重
視
す
れ
ば
、
美
波
留
抄

所
引
本
文
は
流
布
本
系
歌
仙
伝
の
本
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
の
差
異
は
「
月
」
↓
「
中
」
の
僅
か
一
文
字
で
あ
っ
て
、
き
わ

め
て
生
じ
易
い
異
同
と
思
わ
れ
る
し
、
先
述
来
の
諸
事
例
の
示
唆
す
る
方
向
を
覆
す
ほ
ど
の
強
固
な
反
証
と
は
な
り
得
ま
い
。
美
波
留
抄

、
、

自
体
の
改
変
と
考
え
る
か
、
も
し
く
は
、
美
波
留
抄
の
依
拠
し
た
異
本
歌
仙
伝
の
段
階
で
既
に
異
同
を
生
じ
て
い
た
と
考
え
る
か
、
そ
の

い
ず
れ
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

七
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か
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
三
十
六
歌
仙
歌
人
に
関
し
て
は
、
か
な
り
の
頻
度
を
以
て
異
本
系
統
本
文
の
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
が
使
用

さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
後
陽
成
抄
の
場
合
と
同
様
、
本
書
が
、
文
政
期
の
時
点
に
於
い
て
も
、
然
る
べ
き
由
緒
あ
る
典
拠
資
料
と
し
て
の

地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

後
陽
成
抄
と
美
波
留
抄
、
こ
の
二
種
類
の
『
百
人
一
首
抄
』
所
引
の
歌
仙
伝
の
本
文
が
共
に
異
本
系
本
文
で
あ
っ
た
こ
と
、
即
ち
、
近

世
極
初
期
と
近
世
後
期
と
に
異
本
系
歌
仙
伝
が
通
行
し
て
い
た
事
実
は
、
前
稿
で
触
れ
た
『
歌
仙
二
葉
抄
』
莚
享
四
年
Ⅱ
一
七
四
七
年
刊
行
）

所
引
本
文
も
異
本
系
本
文
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
ぎ
、
近
世
期
全
般
に
亘
っ
て
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
主
流
本
文
は
、
現
在

と
は
む
し
ろ
逆
で
異
本
系
統
本
文
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
の
想
像
も
現
実
性
を
帯
び
て
く
る
。
か
よ
う
な
想
像
を
敷
桁
す
れ
ば
、
冒
頭
で

触
れ
た
、
『
百
人
一
首
一
夕
話
』
が
異
本
系
歌
仙
伝
を
下
敷
き
に
し
た
と
の
可
能
性
も
、
前
稿
ま
で
の
段
階
よ
り
も
更
に
高
ま
ろ
う
。

か
く
の
如
く
に
傭
鰍
し
て
ゑ
る
と
、
今
後
は
、
流
布
本
歌
仙
伝
を
引
用
し
た
文
献
と
邊
遁
す
る
こ
と
が
課
題
の
一
つ
と
し
て
浮
上
し
て

来
る
。
本
稿
で
見
た
と
お
り
、
「
歌
仙
傳
」
の
書
目
で
示
さ
れ
た
の
は
異
本
系
本
文
で
あ
っ
た
が
、
前
稿
ま
で
の
結
論
を
一
歩
進
展
さ
せ

る
べ
く
、
流
布
本
は
「
三
十
六
人
歌
仙
伝
」
、
異
本
は
「
歌
仙
伝
」
の
名
称
で
統
一
さ
れ
、
本
来
は
原
撰
本
と
抄
出
本
の
本
文
関
係
に
あ

る
べ
き
二
系
統
の
本
文
が
、
近
世
期
に
於
い
て
は
、
相
互
に
近
似
す
る
類
書
と
し
て
、
異
な
る
二
つ
の
書
目
の
如
く
見
倣
さ
れ
て
い
た
こ

と
な
ど
に
ま
で
想
到
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
一
つ
興
味
深
い
事
実
に
逢
着
し
た
。
尊
経
閣
文
庫
蔵
（
ｐ
・
三
五
九
）
『
歌

仙
傳
』
は
、
江
戸
中
期
ご
ろ
書
写
の
一
冊
本
、
蔵
書
目
録
に
は
「
歌
仙
傳
」
と
載
る
が
、
『
中
古
歌
仙
三
十
六
人
伝
』
と
の
合
綴
本
で
、

内
容
は
流
布
本
歌
仙
伝
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
例
外
的
事
例
と
な
る
。
が
、
こ
れ
は
結
論
的
に
は
本
書
の
方
の
誤
り
。
注
目
す
べ
き
は

表
紙
に
書
か
れ
た
外
題
で
、
左
端
に
墨
筆
に
て
「
三
十
六
人
歌
仙
傳
全
」
と
打
付
け
書
ぎ
し
た
そ
の
左
傍
に
、
朱
で
見
セ
消
チ
符
号
を

付
し
て
、
改
め
て
表
紙
中
央
に
朱
筆
に
て
訂
正
書
名
を
記
す
が
、
そ
の
書
名
は
「
歌
仙
傳
或
云
三
十
六
人
歌
仙
傳
」
。
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拙
稿
「
異
本
三
十
六
人
歌
仙
伝
ｌ
翻
刻
な
ら
び
に
解
説
ｌ
」
（
「
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
」
第
八
号
、
昭
和
五
十
七
年
三
月
）

拙
稿
弓
歌
仙
二
葉
抄
』
と
『
歌
仙
傳
』
’
三
十
六
人
歌
仙
伝
続
考
ｌ
」
今
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
」
第
十
二
号
、
昭
和
六
十
一
年
三
月
）

管
見
の
諸
本
は
、
群
書
類
従
本
（
版
本
）
の
外
、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
・
名
古
屋
大
学
蔵
本
・
東
北
大
学
蔵
本
・
金
城
学
院
大
学
蔵
本
・
島
原
松
平

文
庫
蔵
本
・
彰
考
館
蔵
本
・
松
野
陽
一
氏
蔵
本
・
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
三
本
の
計
一
○
写
本
、
い
ず
れ
も
類
従
本
に
対
し
て
非
類
従
本
系
統
に
属
す

る
。
こ
の
外
、
尊
経
閣
文
庫
蔵
本
二
本
の
伝
存
を
確
認
し
て
い
る
が
未
精
査
。

拙
稿
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
考
ｌ
作
者
な
ら
び
に
成
立
年
時
ｌ
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
五
十
七
年
十
月
号
）

注
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